
 

 

「生活保護担当職員スキルアップ（研修）事業」 

委託事業者募集要項 

 

１ 事業内容に関する事項  

（１）事業の目的と概要 

被保護者のニーズ・自立阻害要因の多様化もあり、生活保護の適正実施のためには、現  

場で直接被保護者への対応を行なっている生活保護現業員（ケースワーカー）及び生活保  

護現業員等の指導監督を行っている査察指導員（スーパーバイザー）の様々な知識・技術  

の向上が常に求められるところである。また、生活保護現業員、査察指導員以外の生活保  

護担当職員の専門的知識・技術の向上も欠かせないところである。生活保護担当職員の職  

責に応じた多様な専門知識・技術の向上を図るため、本市における生活保護業務の実態を  

踏まえた理論から実践までの総合的な研修を実施し、生活保護の適正実施を図る。 

 

（２）業務の範囲 

  ア 委託事業名称 

生活保護担当職員スキルアップ（研修）事業委託業務 

  イ 委託期間 

    令和８年４月１日 ～ 令和９年３月 31 日 

ただし、研修実施期間は令和８年４月１日 ～ 令和９年２月 26 日とする。 

ウ 事業対象者 

大阪市職員で生活保護現業職場に勤務し、生活保護業務に従事する各区保健福祉セ 

ンター及び福祉局生活福祉部自立支援課緊急入院保護業務センター（以下、「各実 

施機関」という。）職員 

エ 具体的内容 

    以下の業務内容は、本事業の基本とする項目である。この内容に限らず事業目的を 

より効果的に達成できる内容を提案すること。 

 

（ア）業務概要 

生活保護業務遂行における関連制度、専門知識及び専門技術の習得を目的とした 

研修の企画・実施及びその関連業務（研修の企画及び周知、研修の準備、実施等の 

運営及び研修結果の検証等） 

 

   （イ）研修受講者 

大阪市の生活保護業務に携わる全職員（約 2,000 名：福祉局生活福祉部保護課 

職員を含む）のうち、各科目を希望により選択するものとする。 

 

（ウ）研修期間 

  令和８年４月～令和９年２月 

 

（エ）研修延時間数 120 時間程度 



 

 

（オ）研修区分 

Ａ 専門研修 各科目 50～100 人規模で、７回の研修を設定すること。 

講師については実務経験を有し、具体的な事例を用いた専門的知識・技能の伝

達を行うことができる者とし、実務的また専門的な講義とともに事例検討等参加

型の研修を行うこと。 

研修内容は次のとおりとし、各領域から万遍なく項目を設定し、生活保護現業

活動に資する研修を提案すること。 

（a）精神疾患・医療領域（パーソナリティ障がい、各種依存症、疾病等） 

（b）年金・雇用保険制度及びその手続き（各種年金等社会保障制度等） 

（c）高齢者・障がい者領域（認知症、発達障がい、成年後見制度等） 

（d）児童福祉・ひとり親家庭の領域（児童虐待、ヤングケアラー、ＤＶ等） 

（e）対人援助技術領域（相談援助のための技術、クレーム対応等） 

（f）業務改善を目的とした研修（タイムマネジメント、リスク管理等） 

 

Ｂ 実践研修 各回受講者 50～100 人規模 

講師については、生活保護業務等の経験のある大阪市職員、または実務経験を

有し、具体的な事例を用いた専門的知識・技能の伝達を行うことができる者とし、

実務的また専門的な講義とともに事例検討等参加型の研修を行うこと。 

 

Ｃ 新任研修 各回受講者 50 人～150 人規模 

           講師については、生活保護業務の経験のある大阪市職員が行うものとし、階層

別研修として新任職員対象の実践的な研修を開催すること。 

（a）新任査察指導員研修 

     （b）新任係長研修 

     （c）新任ケースワーカー研修 

     （d）新任係員研修 

 

Ｄ 査察指導員研修 各回受講者 50 人規模で３回の研修を設定すること 

講師については、生活保護業務等の経験のある大阪市職員、または実務経験を

有し、具体的な事例を用いた専門的知識・技能の伝達を行うことができる者とし、

査察指導員の資質向上を図る研修を行うこと。 

 

（カ）研修手法 

    研修の実施にあたっては、対面方式での集合研修のみならず、ｅラーニングや 

Microsoft Teams 等によるオンライン研修など、IT 技術等を活用した研修手法の 

提案を行うこととし、それぞれの研修手法のメリットを活かした研修内容となるよ 

う工夫すること。 

 

２ 注意事項 

（１） 研修について、次のア～サの業務を含む開催にかかるすべての業務を行うものとする。 

ア 年間事業計画を作成し、令和８年４月中に各実施機関及び福祉局生活福祉部保護課 

（以下、「保護課」という。）へ送付すること。 



 

 

イ 研修の企画、実施にあたり、保護課との調整を行うこと。 

ウ 研修講師の選定及び講師依頼を行うこと。講師料等の支払いを行うこと。なお研修 

講師の選定にあたっては、保護課と調整を行うこと。 

エ 研修会場や必要設備等の確保・準備等を行うこと。また、必要に応じ手話通訳、要 

約筆記等の合理的配慮を行うこと。並びにこれら経費の支払いを行うこと（経費は

契約金額に含む）。なお、研修会場や必要設備等の確保にあたっては、保護課と事

前に協議を行うこと。 

  オ 研修開催日の遅くとも１か月前までに研修の開催案内を作成し、各区及び保護課へ 

発送すること（電子メール使用可能）。また、研修受講者の集約を行い、受講者名 

簿を作成のうえ、事前に保護課へ提出すること。 

  カ Microsoft Teams 等によるオンライン研修を実施する際は、遅くとも１週間前ま  

    でに受講者の所属あてに招待メールを送付すること。  

キ  研修に必要な教材の作成を行うこと。また、アンケート用紙を作成し、研修終了後

にアンケートを実施し、アンケート結果を取りまとめること。 

ク 研修当日の運営及び研修受講者の参加状況の確認を行うこと。 

ケ 研修に使用した教材を研修後 10 日以内に各区及び保護課に送付すること。 

コ 研修実施後、研修受講者名簿・講義録要約・アンケート結果及びアンケート結果を 

踏まえた研修改善提案（研修区分ごとに）を、１月単位で実施結果報告として取り 

まとめ、研修実施月の翌々月の月末までに保護課あて送付すること。 

サ 研修実施期間終了後、大阪市の現状、課題を理解した上で有効な研修を実施できた

か年間を通じて振り返り、評価できる点、改善を要する点を分析し、年度末までに

保護課あて送付すること。 

 

（２）研修時間については次のとおりとし、アンケート記入時間を含むものとする。 

ア 終日の研修 

 a 受付開始 研修開始時間の 30 分前 

b 開始時間 ９時 15 分 

c 研修時間 ９時 15 分から 17 時 30 分とする。 

イ 午前の研修 

 a 受付開始 研修開始時間の 30 分前 

b 開始時間 ９時 15 分 

c 研修時間 ９時 15 分から 12 時 15 分とする。 

ウ 午後の研修  

a 受付開始 研修開始時間の 30 分前 

b 開始時間 13 時 30 分 

c 研修時間 13 時 30 分から 17 時 30 分とする。 

※但し、上記ア～ウの開始・終了時間については変更を可能とする。  

 

（３）実践研修、新任研修、査察指導員研修の一部講師及び研修内容については、大阪市が

指定する。専門研修の講師及び研修内容については、大阪市からの求めがあれば適宜、

変更可能とすること。 

 



 

 

（４）大阪市が指定する期間内において、実践研修開催日の設定が可能であること。 

 

（５）研修会場に関する条件について 

・ ＰＣ機器、プロジェクター、スクリーン、マイク等が使用可能な会場であること。 

・ 実践研修の研修会場の広さは、グループワーク開催時、研修受講者、講師及びファ 

シリテーター10 名を収容でき、机、イス等が無理なく配置できる十分な広さがある 

こと。 

・ 交通至便な会場であること。 

 

（６）研修で使用する備品（ＰＣ機器、プロジェクター、スクリーン、マイク２本など）は、

受託者側において準備すること。 

 

３ 契約条件等に関する事項 

（１）契約上限額 

  予算規模は、7,343,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

（２）委託料の支払い 

委託料の支払いは、確定払いとし、研修の実施状況、実施結果報告内容を確認した上

で研修期間終了後に支払う。 

 

（３）費用分担 

    受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、

大阪市は、契約金額以外の費用を負担しない。 

 

（４）研修に対する要望の反映 

   研修内容、講師の資質等に関し本事業の目的を達成することに不都合があると大阪市

が判断した場合には、研修内容、講師の変更等の指示に速やかに対応すること。 

 

（５）その他 

  ア 企画提案書は、応募者が実施可能な事業内容等について提案するものであり、保護

課が生活保護事務に支障をきたすと判断した場合は、提案内容の変更又は一部を実施

しないことがある。 

  イ 再委託等の禁止(仕様書案 13（１）～（５）参照) 

受託者は、業務等の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け

負わせてはならない。 

  ウ 「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例（平成 18 年条例第 16 号）」「大阪

市契約関係暴力団排除措置要綱」を遵守すること。 

 

４ 業者選定にあたっての手続き等に関する事項 

（１）質問の受付・回答方法 

ア 受付期間 

令和７年 11 月 21 日（金）から令和７年 12 月 10 日（水）午後５時 



 

 

 

イ 受付方法 

質問内容は、「公募型企画プロポーザル質問票」【別紙１】に記載し、電子メールに

添付して提出すること。 

 

ウ 回答方法 

質問に対する回答は、令和７年 12 月 15 日（月）に、大阪市ホームページ上で公表

する。なお、回答内容は、本契約条項の追加事項とみなす。 

 

（２） 公募型企画プロポーザル説明会 

ア 開催日 

令和７年 12 月８日（月） 午後 

 

イ 開催場所 

大阪市役所  

 

ウ 注意事項 

参加を希望する者は、令和７年 12 月３日（水）午後５時までに、「公募型企画プ

ロポーザル説明会参加申込書」【別紙 2】に必要事項を記載し、電子メールに添付し

て申し込むこと。 

※説明会への参加は任意であり、参加の有無は審査結果に影響しない。 

 

 

（３）企画提案書の提出期限 

   令和７年 12 月 23 日（火）午後３時までとし、持参に限る（郵送不可）。 

提出に関しては、提出日前開庁日の午後５時までに、事務局と提出日時の調整を行っ

た上で持参することとし、提出期限を越えた場合は一切受付けない。 

 

（４）提出場所 

   大阪市北区中之島１－３－20 大阪市役所２階北側 

   大阪市福祉局生活福祉部保護課 

 

（５）参加資格  

次に掲げる要件のうち、ア・イを満たし、かつ、ウまたはエのいずれかを満たす法人

格を有する団体とする。 

ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないものであること。 

イ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及 

び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

ウ 令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿に委託種目「13：その他代行-09：

研修」で登録し、参加申請時において大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停

止措置を受けていないこと。 

エ 令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿に登録されていないものについては、 



 

 

企画提案時において、引き続いて 1 年以上営業等を行っており、かつ、納税義務者 

にあっては、消費税及び地方消費税、市町村民税及び固定資産税を完納しているこ 

と。 

 

（６）提案事項 

ア 企画提案力について 

(ア) 研修テーマの選定 

Ａ 「２ 注意事項」及び「３（１）契約上限額」を踏まえた年間事業計画（具

体的な研修の内容、日程、講師名、研修会場、定員数、研修効果、研修手法等

を含む。） 

Ｂ 専門研修等における講師予定者について 

（a）研修区分及び科目ごとに示すこと。 

（b）講師予定者の所属・雇用形態について記載すること。 

Ｃ 研修における講師との連絡調整や運営方法の工夫など 

 

 (イ) 独自性について 

「１（２）エ（オ）」以外に独自に提供できる事業内容 

 

イ 事業運営能力について 

(ア) 生活保護を取り巻く情勢の現状認識と本事業に関する基本姿勢 

(イ) 社会福祉関連事業に関する実績 

(ウ) 研修参加率向上のための具体的な取り組み 

 

ウ 支援体制について 

(ア) 支援体制における配置計画と従事予定者の資格、経験等 

  ・ 福祉行政への理解、事業を進めていくうえでの考え方について 

・ 担当者の経験、資格等について 

・ 委託契約締結等の事務及び委託料等の経理事務を担当する体制について 

・  安定した支援体制の確保について 

（イ）秘密の保持、個人情報保護の取組みと体制及び人権への配慮 

 

エ 関係機関との連携について 

・ 各保健福祉センターや保護課等、関係機関との連携方法 

・ 研修参加状況、研修ニーズを踏まえた提案 

 

（７）委託料 

   委託料は「３（１）」を上限に、経費見積額は研修区分ごとに詳細に記載すること。 

科目ごとの講師謝礼金、教材等作成経費、講師旅費・宿泊経費、テキスト開発経費等に 

ついて明らかにすること。 

ただし、本市職員については、謝礼金は不要。また、大阪市社会福祉研修・情報セン 

ター（大阪市西成区出城２－５－20）を利用する場合、利用料は無料となる。 

 



 

 

（８）提出書類及び部数 

ア 公募型企画プロポーザル参加申請書【様式１】・・・・・・・・・・・・・１部 

イ 職員研修事業（類似事業）受託実績調書【様式２】・・・・・・・・・・・１部 

ウ 企画提案書(経費見積りを含む) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７部 

   (正本 1 部、副本６部) 

エ 誓約書【様式３】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

オ 事業者概要（様式任意、法人の概要が分かるパンフレット等）・・・・・・７部 

   (正本 1 部、副本６部) 

カ 直近２期分決算報告書（要原本証明）・・・・・・・・・・・・・・・・各１部 

(財務諸表のうち、貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告書)   

キ  登記事項証明書（履歴事項全証明書）・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

（提出日前３か月以内に発行されたもの）   

ク  印鑑証明書（提出日前３か月以内に発行されたもの）・・・・・・・・・・１部 

ケ  使用印鑑届【様式４】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

コ  法人税・消費税及び地方消費税に未納税がない証明書 ・・・・・・・・・１部 

  （税務署発行の納税証明書その３様式） 

  （提出日前３か月以内に発行されたもの） 

サ 法人市民税・固定資産税の納税証明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

  （提出日前３か月以内に発行されたもの） 

（非課税等の理由で本証明が提出できない場合には、その旨を記載した 

理由書（様式任意）を提出すること。） 

 

  ※４－（５）－ウに該当する事業者は、上記カ～サについては提出不要。 

※企画提案書については、上記書類提出後、正本データを電子メールで提出すること。 

  提出先アドレス：fa0021@city.osaka.lg.jp 

 

（９）提出書類の様式 

   企画提案書はＡ４縦、横書き、両面印刷を原則とし、ファイルに編綴のうえ表紙及び

背表紙に本企画提案指示書「１（２）ア」の委託業務名称及び応募事業者名を記載する

こと。既存資料を利用する場合はこの限りではない。なお、４（８）ウおよびオの資料

６部については匿名性を確保するため事業者を推定できる内容（事業者の商号又は名称、

代表者氏名等）をマスキングして提出すること。  

 

（10）選定方法、評価基準 

参加資格を満たす者から提出された企画提案の審査については、生活保護担当職員ス

キルアップ（研修）事業委託事業者選定会議（以下「選定会議」という。）が次の評価基

準に基づき、公平かつ客観的に行い、その意見を受けて選定する。選定会議での選定結

果を受け、本市内部の決定手続きを経て受託事業者を決定する。 

なお、採点の合計点数が最も高い事業者が複数あった場合は、下記の「企画提案力」

の評価点が最も高い者を受託予定者とし、この評価点も同点の場合は、選定委員の合議

により決定する。 

また、提案に対する質疑及び補足説明を求めるため、必要に応じて面接ヒアリングを
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行うことがある。面接ヒアリングを行う場合は、日程、場所について、対象者に通知す

る。 

なお、全選定委員の合計点数の最も高い企画提案の評価において、評価点が満点の

60％（300 点満点中 180 点）に満たない場合は、委員の合議により受託候補としての適

否を判断する。 

（ ）は配点 

ア 企画提案力（55 点） 

イ 事業運営能力（25 点） 

ウ 支援体制について（10 点） 

エ 関係機関との連携について（10 点） 

 

（11）失格事由 

   次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。  

  ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。  

  イ 他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行うこと。  

  ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示す  

ること。 

  エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと。  

  オ ４（５）の要件を満たさないことが判明したこと。  

  カ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行うこと。  

 

（12）提案に対する費用、条件等  

ア 提案書等の作成費は提案者の負担とする。 

イ 提出する企画提案書及び面接ヒアリングの場で表明する内容については、実現が確 

約されることのみ表明すること。選定後であっても提案された内容に変更があった 

場合は採用を取り消すことがある。 

ウ その他、大阪市において不適当と認める事象があった場合は採用を取り消すことが 

ある。 

エ 採用された提案書は「大阪市情報公開条例（平成 13 年大阪市条例第３号）」に基づ 

き、非公開情報（個人情報、法人等の正当な利益を害する情報等）を除いて情報公 

開の対象となる。 

オ 提出されたすべての企画提案書は返却しない。 

カ 提出されたすべて企画提案書は、選定の用以外に応募者に無断で使用しない。 

（大阪市情報公開条例に基づく公開を除く。） 

キ 期限後の提出、期限後の差替え等は認めない。 

ク 提出された書類に虚偽の申請があった場合には当該提案書を無効とする。 

ケ 参加申請後に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関 

係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者の公募型プロポーザル参 

加は無効とする。 

コ 選定は１事業者とし、採否については文書で通知する。 

 

（13）今後のスケジュール（予定） 



 

 

令和７年 11 月 21 日（金）  募集要項公告 質問状受付開始 

     12 月 ３日（水）   事業説明会参加申込み提出締切日 

12 月 ８日（月）   事業説明会 

12 月 10 日（水）   質問状受付終了 午後５時まで 

     12 月 15 日（月）  ホームページへ質問の回答を公表 

     12 月 23 日（火）  企画提案書締切日 午後３時まで 

令和８年 １月30日（金）   事業者選定会議 

２月上旬（予定）  選定結果の通知、通知後業務引継開始 

４月１日（水）    委託契約締結、業務開始 

 

（14）受注候補者との協議・契約 

  選定後、受注候補者と細目を協議した後、所定の手続きを経て委託契約を締結する。な 

お、契約締結にかかる手続きについては、令和８年度予算が発効した時以降に行う。選定 

後の受託の辞退は原則として認めない。また、受託の辞退により本市に損害が生じた場合 

は、その費用を請求する場合がある。 

 

（15）業務の準備等 

  受注候補者は、令和８年４月１日から円滑に業務が開始できるようにするため、速やか 

に準備に着手すること。なお、受注候補者の事情により契約の締結に至らなかった場合に 

おいては、準備のために支出した費用等について本市は補償しない。 

     

５ 事務局（問い合わせ先） 

  〒530-8201 大阪市北区中之島１－３－20 大阪市役所２階北側 

    大阪市福祉局生活福祉部保護課 吉田（よしだ）、筒路（つつじ） 

    Tel 06－6208－8014    Fax  06－6202－0990 

E-Mail fa0021@city.osaka.lg.jp  


